
ヽ･._′

t

ヽ

r
ヽ
 
･
･
L
J

熟
′
蛸
如
十
二
号

戦
鞍
に
専
念
す
る
義
範
の
特
例
に
秘
す
る
条
例
の
軌
定
に
つ
,
い
て

ノ
次
の
-
と
お
少
駁
教
に
専
念
す
る
蕗
務
の
僻
例
に
的
す
る
粂
例
を
約
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
,
出

方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
駐
韓
聖
ハ
十
七
号
)
第
九
十
｣
ハ
粂
㌫
二
攻
の
税
后
に
よ
わ
,
本
"
蛋

の
]
誹
決
を
求
め
る
O

相
和
g
i
十
五
年
二
月
十
二
日

三
朝
町
長

出

栗
覧
五
号
弐
月
紹
式
日
原
索
可
決

三
朝
町
芽
室
範
長
救
田



第
四
章
　
服
　
務

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る

条
例

(
如
和
例
析
　
月
　
即
)

(
こ
の
条
例
の
日
的
)

弟
r
条
　
こ
の
条
例
は
'
地
方
公
務
員
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
等
第
二
百
六
十

言
P
)
第
三
十
一
条
の
鎮
定
に
基
づ
き
'
職
員
の
服
務
の
茸
誓
に
閑
し
鎚
定

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡

(
職
員
の
崩
務
の
茸
誓
)

弟
二
条
　
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
は
､
∈
命
権
者
又
は
任
命
権
者
の
定
め
る

上
級
の
公
務
員
の
面
前
に
お
い
て
､
別
記
様
式
に
よ
る
茸
誓
碧
に
署
名
し
て

か
ら
で
た
け
れ
は
､
そ
の
職
務
を
行
な
っ
て
ほ
な
ら
な
い
o

(
権
限
の
委
任
)

幼
雪
二
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
を
除
-
ほ
か
､
職
負
の
服
彰
の
宣
誓
に
附

し
必
要
な
事
項
は
'
任
命
権
者
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

附

　

則
第
五
編
　
公
務
員
　
(
職
員
の
誠
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
)

〔
島
中
Ⅹ
〕

(
施
行
期
日
)

-
　
こ
の
条
例
は
'
公
布
の
臼
か
ら
施
行
す
る
0

〔
　
　
　
職
1
T
T
乃
詣
務
の
音
響
に
幽
す
る
条
例
聖
溺
止
)

職
1
7
6
品
務
R
l
毒
に
此
す
る
条
例
(
昭
和
享
へ
牢
三
朝
町

条
例
琴
/
十
卦
)
は
,
廃
止
す
る
｡

別
記
様
式

琵

　

　

誓

　

　

書

私
は
､
こ
こ
に
,
t
L
権
が
凹
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
7
3
1
窟

法
を
専
屯
し
､
か
つ
､
擁
護
す
る
こ
と
を
E
i
I
-
誓
い
ま
す
o

私
は
'
地
方
日
払
:
の
本
旨
を
体
す
る
と
こ
も
に
'
公
務
を
甲
≡
的
か

つ
確
率
‥
刑
に
運
営
す
(
ぎ
古
指
を
深
く
目
覚
し
へ
全
体
の
奉
仕
者
と

し
て
誠
実
､
か
つ
'
公
正
に
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
｡

祥

　

　

月

　

　

目

氏

　

　

　

　

　

　

名

㊥

二
五
三
l



賃
五
編
公
務
員
(
職
務
に
専
念
す
る
表
の
特
例
に
関
す
る
条
例
〕

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例

に
関
す
る
条
例

(
糾
㌔
粁
　
月
　
別
)

(
こ
の
条
例
の
ヨ
的
)

第
妄
こ
の
条
例
は
,
砦
公
務
岩
(
昭
竺
十
毒
莞
滞
空
百
六
十

言
)
箪
二
十
蓋
の
親
琵
雪
ぎ
､
磯
野
妄
念
す
る
表
警
特
例
に

即
し
'
如
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡

(
職
務
に
実
字
ノ
る
義
務
の
免
除
)

竺
条
職
員
は
､
次
の
葦
の
這
-
す
る
嬰
に
お
い
て
は
､
あ
ら
か

じ
め
任
命
桁
者
又
は
そ
の
委
任
蔓
け
た
君
承
認
を
待
て
,
そ
G
l
職
警

専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
･

一
研
修
を
受
け
る
場
合

二
　
厚
生
に
関
す
る
計
画
の
実
施
に
参
加
す
る
望
口

≡
前
二
号
に
認
定
す
る
望
口
を
除
く
は
か
､
町
長
が
定
富
男
｢

附

　

則

(
施
行
i
=
3
日
)

⊥
　
こ
の
条
例
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
.

二
五
三
二

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
困
す
る
条
例
の
廃
止
)

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
′
′
人
年

初
町
栄
例
論
/
手
号
)
は
､
廃
止
す
る
O


